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令和４年３月１６日号 ①

▶対象者
　朝日町に住所がある方
▶購入方法
　①「温泉入浴利用券購入証明書」を申請します。
　　本人確認のできるもの（運転免許証・医療保険証等）をお持ちください。
　②申請は、健康福祉課またはりんご温泉、五百川温泉の２施設で行うことができます。
　③発行された証明書を各温泉施設に提示し、温泉入浴利用券を購入します。
▶証明書の種類と助成額（①～③の利用助成から一つを選べます）

※半年券（1 枚）の購入と回数券の購入を組み合わせて年間利用したい方は、りんご温泉または健康福祉課
　へご相談ください。
▶朝日鉱泉の入浴について
　営業開始時期をご確認の上、ご利用ください。
▶注意事項
　助成を受けて購入した温泉入浴利用券は、本人以外使えません。

▶問合せ先
　健康福祉課 保健医療係　☎６７- ２１１６

心身のリフレッシュ 健康づくりを推進します！（温泉入浴利用券購入助成）

証明書種別 入浴券金額 助成金額 助成回数

①りんご温泉年間券証明書 38,000 円 6,000 円 年 1 回

②りんご温泉半年券証明書 21,000 円 3,000 円 年 2 回

③回数券証明書（りんご温泉・五百川温泉共通）

回数券は、2 施
設合わせて月 3
セットまで

りんご温泉 回数券（11 回） 3,000 円 1,000 円

五百川温泉

大人回数券
※中学生以上（11 回） 1,500 円 500 円

小人回数券
※小学生（11 回） 1,000 円 300 円

朝日鉱泉 １回券 500 円 200 円 年間 10 回まで
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　新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む
個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が国より支給されます。
　詳細については、事業復活支援金事務局ホームページ（https://jigyou-fukkatsu.go.jp）をご覧ください。
▶対象事業者
　以下の①と②をいずれも満たす中堅・中小・小規模事業者、個人事業者等（※業種や所在地を問いません）
　①新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受けた事業者
　②①の影響を受け、自らの事業判断によらずに令和 3 年 11 月～令和 4 年 3 月のいずれかの月の売上高が、
　　平成 30 年 11 月～令和 3 年 3 月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して 50％以上又は 30％以上
　　50％未満減少した事業者
▶給付額　〔基準期間（※ 1）の売上高〕－〔対象月（※ 2）の売上高の 5 倍〕
　　　　　※ 1 基準期間…「平成 30 年 11 月～平成 31 年 3 月」、「令和元年 11 月～令和 2 年 3 月」、「令和
　　　　　　　　　　　　  2 年 11 月～令和 3 年 3 月」のいずれかの期間
　　　　　※ 2 対象月…「令和 3 年 11 月～令和 4 年 3 月」のいずれかの月（基準期間の同月と比較して売
　　　　　　　　　　　上が 50％以上又は 30％以上 50％未満減少した月であること）
▶給付上限額

　※基準月 ( 平成 30 年 11 月～令和 3 年 3 月の間で売上高の比較に用いた月 ) を含む事業年度の年間売上高
▶申請期間　1 月 31 日（月）～ 5 月 31 日（火）
▶申請方法
　事業復活支援金事務局ホームページから電子申請（申請前に登録確認機関による事前確認が必要になります）
▶国の申請サポート会場
　電子申請が困難な方を対象に、申請サポート会場で補助員が手続きをサポートします。（完全予約制）
　①山形会場：食糧会館 4 階（山形市旅篭町 3-1-4）
　②予約方法：事業復活支援金事務局ホームページまたは下記の相談窓口にて予約可能
▶問合せ先　事業復活支援金事務局 相談窓口　☎０１２０- ７８９- １４０
　　　　　　（受付時間：午前 8 時 30 分～午後 7 時  ※土日、祝日含む全日対応）
▶その他
　国の申請サポート会場のほか、山形県でも２月 21 日からサポート窓口（事前予約制）を設置しました。登
　録確認機関（商工会、金融機関、税理士等）の会員等でない方は問合わせください。
　【問合せ先】村山総合支庁 地域産業経済課
　　　　　　  ☎０２３- ６２１- ８４４３（午前 9 時～正午、午後 1 時～午後 5 時  ※土日、祝日除く）

経済産業省の事業復活支援金について（国による支援）

売上高減少率 個人事業者
法人

年間売上高※
１億円以下

年間売上高※
１億円超～５億円以下

年間売上高※
5 億円超

▲ 50％以上 50 万円 100 万円 150 万円 250 万円

▲ 30％以上▲ 50％未満 30 万円 60 万円 90 万円 150 万円

　あさひまち健康マイレージのポイントカード受付は
3 月 31日（木）までとなります。20 ポイントを貯め
てポイントカードを右記に提出された方には、もれな
く記念品をお渡しします。さらに、県内の協力店で特

典が受けられる「やまがた健康づくり応援カード」も
お渡ししますので、ぜひご提出ください。

▶問合せ先　健康福祉課 保健医療係　☎６７-２１１６

あさひまち健康マイレージのポイントカードを提出しましょう

令和４年度から「特定感染症重点プラン」が新設されます。従来は補償開始日から 10 日
以内に発病した新型コロナウイルス感染症等の特定感染症については、補償外となってお
りましたが特定感染症重点プランでは補償開始日から対象となります。なお、詳細につい
ては問合わせください。

▶問合せ先　朝日町社会福祉協議会　☎６７- ２４６５

令和 4 年度ボランティ
ア活動保険について



町長と語る日
▶期　日　4 月 12 日（火）
　※時間を設定したい方はご連絡ください。
▶問合せ先　総務課 総務係　☎６７- ２１１１

総 合 相 談
（心配ごと・行政・人権・婦人）

▶期　日　4 月 7 日（木）、21 日（木）
▶時　間　午後１時～午後 3 時
▶場　所　開発センター ふれあいルーム

心配ごと相談
▶期　日　4 月 28 日（木）
▶時　間　午後１時～午後 3 時
▶場　所　開発センター ふれあいルーム

生活援護など生活上の相談
▶期　日　4 月 14 日（木）
▶時　間　午後１時～午後３時
▶場　所　開発センター ふれあいルーム

高齢者福祉総合相談
▶期　日　4 月 8 日（金）、22 日（金）
▶時　間　午前 10 時～正午（来所相談）
　　　　   午後１時～午後４時
　　　　　（訪問相談及び事例検討など）
▶場　所　開発センター ふれあいルーム
▶問合せ先　健康福祉課 地域包括支援センター
　　　　　    ☎６７- ２１５６

4 月の各種相談日

▶日　時　4 月 12 日（火）　午前 10 時～午後４時
▶電話相談　☎６７- ３３０２（学校教育係）
※面談相談希望の方は、電話で申込みください。

4 月の教育相談日

●正面玄関の開扉時刻は午前 8 時です。開扉前の混雑を避けるため、午前 8 時以降の来院にご協力ください。
●診療時間
　午前：午前９時から診察（内科、外科、整形は午前 11 時 30 分まで受付。循環器は午前 11 時まで受付）
　午後：午後 2 時から診察（肝臓は午後 2 時 30 分、 眼科は火曜日午後 3 時、木曜日午後３時 30 分まで受付）
●発熱や風邪症状のある方は、来院前に電話連絡をお願いします。
●新型コロナ感染予防のため、県外への往来や県外の方と接触があった方は来院時に申し出てください。
● 4 月の土曜診療は 4 月 2 日です。

【停電のお知らせ】
　3 月 25 日（金）午後 2 時から午後 3 時までの間、電気設備点検のため停電となります。院内は非常用電源
　のみの供給となり、医療機器の使用が制限されるため救急受入れを制限します。ご理解とご協力の程、よ
　ろしくお願いいたします。（※午前中の外来診療は通常通り行います）

▶問合せ先　町立病院　☎６７- ２１２５

町立病院　外来診察予定表および院内停電のお知らせ
日 月 火 水 木 金 土

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後
3/16 3/17 3/18 3/19

内科 内科 眼科 内科
循環器

3/20 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25 3/26
内科
糖尿
外科

眼科 内科
整形 内科 眼科

内科
循環器

整形
3/27 3/28 3/29 3/30 3/31 4/1 4/2

内科 肝臓 内科
外科 眼科 内科 内科 眼科 内科

循環器 内科
4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9

内科
整形 肝臓

内科
糖尿
外科

眼科 内科 内科 眼科
内科

循環器
整形


